
昭
和
五
十
一
年
建
設
省
令
第
九
号

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
に
よ
る
緑
地
等
の
設
置
に
関
す
る
省
令

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
に
よ
る
緑
地

等
の
設
置
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
設
置
計
画
に
定
め
る
事
項
）

第
一
条
　
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
緑
地
等
の
名
称
と
す
る
。

（
設
置
計
画
の
協
議
の
手
続
）

第
二
条
　
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
二
項
の
協
議
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
緑
地
等
の
設
置
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
緑
地
等
の
区
域
及
び
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
（
以
下
「
特
別
防
災
区
域
」
と
い
う
。
）
を
表
示
す
る
図
面

二
　
設
計
の
概
要
を
表
示
す
る
図
面

三
　
特
別
防
災
区
域
に
所
在
す
る
各
特
定
事
業
所
の
敷
地
を
表
示
す
る
図
面

四
　
特
別
防
災
区
域
に
所
在
す
る
各
特
定
事
業
所
に
お
け
る
法
第
二
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
石
油
の
貯
蔵
・
取
扱
量
及
び
高
圧
ガ
ス
の
処
理
量

五
　
特
別
防
災
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
土
地
利
用
の
現
況
及
び
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
表
示
す
る
図
面

六
　
緑
地
等
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
る
効
果
を
説
明
す
る
書
類

（
共
同
納
付
の
場
合
の
通
知
等
）

第
三
条
　
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
令
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
た
と
き
は
、
同
項
の
申
出
に
係
る
各
第
一
種
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
旨
並
び
に
共
同
で
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
す
べ
き
期
限
そ
の
他
必
要
な
事

項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
共
同
で
納
付
す
べ
き
額
は
、
当
該
申
出
に
係
る
第
一
種
事
業
者
が
当
該
緑
地
等
の
設
置
に
要
す
る
費
用
を
負
担
さ
せ
る
第
一
種
事
業
者
の
全
部
で
あ
る
場
合
に
は
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
負
担
総
額
、
そ
の
一

部
で
あ
る
場
合
に
は
令
第
三
十
七
条
第
二
項
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
四
条
　
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
三
一
日
建
設
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
建
設
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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